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税務情報 

国税庁 － 「移転価格税制に係る文書化制度（FAQ）」の改訂 

国税庁は 7月 9日、「多国籍企業情報の報告」のページにおいて、以下の資料を
公表しました。 

 移転価格税制に係る文書化制度（FAQ） 令和 6年 6月（PDF 973KB） 

この FAQは 2016年に初版が公表され、その後、随時改訂が行われているもの
です。 

今回は、2024年度税制改正等を踏まえ、以下の 4つの問が改訂されました。 

問 33 国別報告事項を作成するために、外国に所在する構成会社等の財務デー
タを日本の会計基準等に合わせて再計算する必要がありますか。 

問 34 国別報告事項の表 1 に記載する収入金額と当社の有価証券報告書の数値
が、日本と各国の会計基準及び経理処理の違い等から一致しません。こ
れらを理由に外国の税務当局から、国別報告事項の内容について指摘を
受けることはありますか。 

問 38 同一国内の関連者間取引は、現地で連結パッケージとして財務諸表が作
成され、関連者間取引金額の相殺を行っていますが、国別報告事項の表
1 に記載する収入金額を計算する際に、それを分解する必要があります
か。 

問 41 構成会社等から受け取る配当金を収入金額又は税引前当期利益（損失）
の額に含める必要がありますか。 

たとえば問 41では、他の構成会社等からの受取配当金の額を収入金額又は税引
前当期利益（損失）の額に含めるか否かは、支払者である当該他の構成会社等
における取扱いによって異なり、支払者である当該他の構成会社等が国別報告
事項の作成にあたり、その支払額を税引前当期利益（損失）の額に含めている
場合には、当該他の構成会社等からの受取配当金の額を収入金額及び税引前当
期利益（損失）の額に含めること等が示されています。 

なお、2024年 6月 28日に発遣された「法人課税関係の申請、届出等の様式の
制定について」の一部改正について（法令解釈通達）では、2024年度税制改正
等に伴い、法人課税関係等の申請、届出等の諸様式について所要の改正が行わ
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れましたが、上記の問 41等の内容は、この通達により改正された「特定多国籍
企業グループに係る国別報告事項 表 1から表 3」（PDF 305KB）の記載要領に
反映されています。 

《参考》 

KPMG Japan e-Tax News No.307「所得合算ルールに相当する規定に係る省令
の一部訂正」（2024年 6月 3日発行）において、2024年度税制改正で追加の見
直しが行われた、グローバル・ミニマム課税における所得合算ルール（IIR）に
相当する「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」の規定に係る省
令の一部が訂正され、移行期間 CbCRセーフハーバーに係る省令が整備された
ことをお知らせしました。 

今回の FAQの改訂及び国別報告事項 表 1から表 3の記載要領の改正は、この
訂正後の省令の内容と整合する改訂・改正となっています。 
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